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１【提出理由】

株式会社三栄建築設計（以下「三栄建築設計」といいます。）が、平成25年３月27日から平成25年４月23日

までを公開買付期間として行った当社の普通株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）

及び平成25年３月26日開催の当社の取締役会において本公開買付けの成立を条件として決議された三栄建築

設計を割当予定先とする第三者割当てによる募集株式の発行（普通株式1,300株、発行価額は１株当たり

38,610円、総額50,193,000円。以下「本第三者割当増資」といいます。）の結果、当社の親会社及び主要株主に

異動がありますので、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２

項第３号及び第４号の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

１. 親会社の異動

（１）当該異動に係る親会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容

（新たに親会社となるもの）

（ア）名称  株式会社三栄建築設計

（イ）住所 東京都杉並区西荻北二丁目１番11号

（ウ）代表者の氏名 代表取締役社長　小池　信三

（エ）資本金の額 1,340,150千円（平成25年２月28日現在）

（オ）事業の内容 不動産販売事業、不動産請負事業、賃貸収入事業

 

（２）当該異動の前後における当該親会社の所有に係る当社の議決権の数及びその総株主等の議決権に対

する割合

 所有議決権の数 総株主等の議決権に対する割合

異動前 ―個 ―％

異動後 6,567個 51.79％

（注１）異動後における「総株主等の議決権に対する割合」は、当社が平成25年２月14日に提出した第20

期第３四半期報告書に記載された平成24年12月31日現在の総株主の議決権の数（11,380個）に、

本第三者割当増資により三栄建築設計に割り当てた株式1,300株に係る議決権の数1,300個を加

えた12,680個を分母として計算しております。

　　（注２）「総株主等の議決権に対する割合」は、小数点以下第三位を四捨五入して記載しております。

 

（３）当該異動の理由及びその年月日

①当該異動の理由

本公開買付けの決済が行われ、かつ本第三者割当増資の払込みが完了した結果、三栄建築設計が所

有する議決権の当社の総株主等の議決権に対する割合は50％超となり、三栄建築設計は当社の親会社

に該当することとなります。

 

②当該異動の年月日

平和25年５月１日

（本公開買付けの決済開始日及び本第三者割当増資の払込期日）
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２. 主要株主の異動

（１）当該異動に係る主要株主の氏名又は名称

①新たに主要株主となるもの  株式会社三栄建築設計

②主要株主でなくなるもの    兼近朱美、宮本美恵子、有限会社エルフ

 

（２）当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合

①株式会社三栄建築設計

 所有議決権の数 総株主等の議決権に対する割合

異動前 ―個 ―％

異動後 6,567個 51.79％

 

②兼近朱美

 所有議決権の数 総株主等の議決権に対する割合

異動前 1,960個 17.22％

異動後 ―個 ―％

 

③宮本美恵子

 所有議決権の数 総株主等の議決権に対する割合

異動前 1,824個 16.03％

異動後 ―個 ―％

 

④有限会社エルフ

 所有議決権の数 総株主等の議決権に対する割合

異動前 1,400個 12.30％

異動後 ―個 ―％

（注１）異動前における「総株主等の議決権に対する割合」は、当社が平成25年２月14日に提出した第20

期第３四半期報告書に記載された平成24年12月31日現在の総株主の議決権の数（11,380個）を

分母として計算しております。

（注２）異動後における「総株主等の議決権に対する割合」は、当社が平成25年２月14日に提出した第20

期第３四半期報告書に記載された平成24年12月31日現在の総株主の議決権の数（11,380個）に、

本第三者割当増資により三栄建築設計に割り当てた株式1,300株に係る議決権の数1,300個を加

えた12,680個を分母として計算しております。

　　（注３）「総株主等の議決権に対する割合」は、小数点以下第三位を四捨五入して記載しております。

 

（３）当該異動の年月日

平和25年５月１日

（本公開買付けの決済開始日及び本第三者割当増資の払込期日）
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（４）その他の事項

本報告書提出日現在の当社の資本金の額 285,878,500円

本報告書提出日現在の当社の発行済株式総数 13,600株

 

以上
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